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  第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）、特定個人情報の適正な取扱

いに関するガイドライン（行政機関等編）」（平成２６年１２月１８日特定個人情報保護委

員会。以下「ガイドライン」という。）、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「個人情報保護法」という。）、川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年１２月２８日条例第７６号。以下「条例」という。）及び川崎市職員の保有個

人情報の取扱い等に関する規則（平成１７年川崎市規則第７２号。以下「規則」という。）

に基づき、健康福祉局所管事務における特定個人情報の「取得」、「利用」、「保存」、「提供」、

「開示」、「訂正」、「利用停止」及び「削除・廃棄」の各段階における管理方法等を定め、

もって特定個人情報の適正な取扱いを確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）個人情報 個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。 

（２）個人番号 番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

 



 

（３）特定個人情報 個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番

号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。）をその内容に含む

個人情報をいう。 

（４）個人情報ファイル 個人情報保護法第６０条第２項に規定する個人情報ファイルを

いう。 

（５）特定個人情報ファイル 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 

（６）個人番号利用事務 番号法第２条第１０項に規定する個人番号利用事務をいう。 

（７）個人番号関係事務 番号法第２条第１１項に規定する個人番号関係事務をいう。 

（８）個人番号利用事務実施者 番号法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実施

者をいう。  

（９）個人番号関係事務実施者 番号法第２条第１３項に規定する個人番号関係事務実施

者をいう。 

（10）総括責任者 本要綱における特定個人情報の取扱いに関して統括する者をいう。 

（11）保護責任者 本要綱における特定個人情報の適切な管理と漏えい防止に努め、事務取

扱担当者を指揮する者をいう。  

（12）事務取扱担当者 個人番号を取り扱う事務に従事する者をいう。 

（13）本人 番号法第２条第６項に規定する本人をいう。 

（14）管理区域 特定個人情報を取り扱う情報システムを管理する区域をいう。 

（15）取扱区域 特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域をいう。 

（個人番号を取り扱う事務及び特定個人情報の範囲） 

第３条 個人番号を取り扱う事務は、別表の左欄に掲げる事務とし、個人番号と関連付けて

管理する個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおり

とする。 

  第２章 安全管理措置 

   第１節 組織的安全管理措置及び人的安全管理措置 

（組織体制） 

第４条 本要綱における特定個人情報の総括責任者は、別表の左欄に掲げる事務の区分に

応じ、同表の総括責任者の欄に掲げる者とする。 

２ 本要綱における特定個人情報の保護責任者は、別表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、

同表の保護責任者の欄に掲げる者とする。 

３ 本要綱における事務取扱担当者は、総括責任者又は保護責任者が指名する者とする。 

（総括責任者の責務） 

第５条 総括責任者は、本要綱に定められた事項を理解し、遵守するとともに、保護責任者

及び事務取扱担当者のほか、別表の左欄に掲げる事務に携わる関係職員等にこれを理解

し、遵守させるための教育訓練及び安全対策を実施し、並びに周知徹底等の措置を講じる

責任を負う。 



 

２ 総括責任者は、次の各号に掲げる業務を所管する。 

（１）本要綱の内容を保護責任者に周知すること。 

（２）別表の左欄に掲げる事務における特定個人情報の安全管理に関する教育・研修の企画

及び実施に関すること。 

（３）別表の左欄に掲げる事務における特定個人情報の安全管理に関すること。 

（４）自らの所属の事務取扱担当者の指名及び監督に関すること。 

（５）委託先における特定個人情報の取扱状況等の監督に関すること。 

（保護責任者の責務） 

第５条 保護責任者は、総括責任者と連携し、自らの所属の事務取扱担当者のほか、別表の

左欄に掲げる事務に携わる自らの所属の職員等に本要綱に定められた事項を理解し、遵

守させるための教育訓練及び安全対策を実施（技術的安全管理措置を除く。） し、並びに

周知徹底等の措置を講じる責任を負う。 

２ 保護責任者は、次の各号に掲げる業務を所管する。 

（１）事務取扱担当者等へ本要綱の内容を周知すること。 

（２）別表の左欄に掲げる事務における特定個人情報の安全管理（技術的安全管理措置を除

く。）に関すること。 

（３）自らの所属の事務取扱担当者の指名及び監督に関すること。 

（事務取扱担当者の指名） 

第７条 事務取扱担当者は、別表の左欄に掲げる事務の区分ごとに定めるものとし、課長補

佐又は係長級職員１名のほか、事務の目的を達成するために必要な最小限の人数とする

ものとする。 

２ 保護責任者は、自らの所属の事務取扱担当者を指名又は変更した場合は、総括責任者に

報告するものとする。 

３ 総括責任者及び保護責任者は、自らの所属の事務取扱担当者を変更する場合、従前の事

務取扱担当者から新たな事務取扱担当者へ引継ぎを確実に行わせるとともに、引継ぎが

行われたかを確認の上、引継ぎが行われた事実を書面に記録しなければならない。 

（事務取扱担当者の責務） 

第８条 事務取扱担当者は、特定個人情報の「取得」、「利用」、「保存」、「提供」、「開示」、

「訂正」、「利用停止」、「削除・廃棄」又は別表の左欄に掲げる事務に関する業務委託等、

特定個人情報を取り扱う業務に従事する際には、番号法、個人情報保護法、関連法令、条

例、ガイドライン及び本要綱の規定並びに総括責任者又は保護責任者の指示に従い、特定

個人情報の保護に十分な注意を払うものとする。 

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい等、番号法、個人情報保護法、関連法令、条

例、ガイドライン及び本要綱に違反している事実又はその兆候を把握した場合、直ちに総

括責任者又は保護責任者に報告するものとする。 

３ 個人番号が記載された書類等を受領する事務取扱担当者は、個人番号の確認等の必要



 

な事務を行った後は速やかに総括責任者又は保護責任者が指示する適切な場所に書類等

を保管することとし、自らの手元に残してはならない。 

（教育・研修） 

第９条 総括責任者は、保護責任者、事務取扱担当者及び関係職員に本要綱を遵守させるた

め、第５条第２項第２号に規定する教育・研修（以下「研修等」という。）を企画・実施

するものとし、研修等の内容及びスケジュールを年度ごとに定めなければならない。 

２ 総括責任者及び保護責任者は、事務取扱担当者が、総務企画局又は総括責任者が実施す

る研修等へ参加するための機会を年１回以上付与するものとし、事務取扱担当者の参加

状況を把握しなければならない。 

３ 事務取扱担当者は、総務企画局又は総括責任者が実施する研修等を年１回以上受講し

なければならない。 

４ 総括責任者又は保護責任者の所属の事務取扱担当者以外の職員は、総括責任者又は保

護責任者の指示に基づき、研修資料等を共有するなどにより、本要綱の内容の理解に努め

なければならない。 

５ 総括責任者が企画する研修等の内容には、特定個人情報の秘密保持に関する事項のほ

か、第１２条第２項から第５項までの規定により対応した事例及び他都市等で発生した

類似の事例を盛り込むよう努めるものとする。 

（事務処理手引き） 

第１０条 別表の左欄に掲げる事務の事務処理手引きは、当該事務ごとに総括責任者が別

に定める。 

（特定個人情報の運用状況の記録） 

第１１条 事務取扱担当者は、本要綱に基づく特定個人情報の運用状況について、次の各号

に掲げる区分ごとに定める内容を記録するものとする。 

（１）特定個人情報の取得 取得日、取得元、取得理由、取得方法、送信記録、配達記録 

（２）特定個人情報の提供 提供日、提供先、提供理由、提供方法、送信記録、配達記録 

（３）特定個人情報の処理委託 作業場所、作業者、再委託者、提供日、廃棄日 

（４）特定個人情報の削除・廃棄 処理日時、処理方法、処理結果、処理を実施した事務取

扱担当者名 

（５）特定個人情報を取り扱う情報システム アクセスログ 

（情報漏えい事案等への対応） 

第１２条 総括責任者及び保護責任者は、緊急連絡体制を常に最新のものに整備した上で

関係職員等と共有し、情報漏えい事案等に迅速に対応できる体制を整えておかなければ

ならない。 

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい、滅失、毀損等、番号法、個人情報保護法、

関連法令、条例、ガイドライン及び本要綱に違反している事実又はその兆候を把握した場

合は、直ちに総括責任者又は保護責任者に報告しなければならない。 



 

３ 保護責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに総括責任者及び関係職員等に報告を

行うとともに、報告の事実を確認するための必要な調査を行い、原因を究明しなければな

らない。 

４ 前項の調査の結果は、保護責任者から総括責任者及び関係職員等へ速やかに報告を行

うとともに、保護責任者と総括責任者が協議の上、再発防止のための措置を速やかに講じ

なければならない。 

５ 前４項に定めるもののほか、情報漏えい事案等への対応は、情報セキュリティ事故対応

要領（平成２４年３月２６日付け２３川総行情第１９６６号）の規定に基づくものとする。 

（特定個人情報の取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し） 

第１３条 総括責任者は、年１回以上特定個人情報の取扱状況について、自ら点検を行う。 

２ 総括責任者は、前項に定める点検の結果に基づき、安全管理措置の評価、見直し及び改

善に取り組むものとする。 

   第２節 物理的安全管理措置 

（特定個人情報を取り扱う区域の管理） 

第１４条 特定個人情報を取り扱う区域を明確にし、特定個人情報の漏えい等を防止する

ため、次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に掲げる措置を講じる。 

（１）管理区域 総括責任者が指定し、入退室管理及び管理区域に持ち込む機器、電子媒体

等の制限を行うこと。 

（２）取扱区域 総括責任者及び保護責任者が指定し、可能な限り壁又は間仕切り等を設置

するなど、事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所や後ろから覗き見される可能

性が低い場所への座席配置等の工夫を行うこと。 

（機器、電子媒体等の盗難、紛失等の防止） 

第１５条 総括責任者及び保護責任者は、管理区域及び取扱区域における特定個人情報を

取り扱う機器、電子媒体、書類等の盗難、紛失等を防止するために、次の各号に掲げる措

置を講じる。 

（１）特定個人情報を取り扱う電子媒体又は書類等は、施錠できるキャビネット又は書庫等

に施錠して保管するものとし、鍵の管理者を定めるとともに、鍵利用管理簿により鍵の

使用状況を管理する。 

（２）特定個人情報ファイルを取り扱う機器は、セキュリティワイヤー等により固定する。 

（電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止） 

第１６条 事務取扱責任者は、特定個人情報が記録された電子媒体、書類等の持出し（特定

個人情報を管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事業所内での移動を含

む。）を行う場合には、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

（１）持出しデータの暗号化又はパスワードの設定による保護 

（２）必要に応じ施錠できる搬送容器の使用 

（特定個人情報の削除及び機器、電子媒体等の廃棄） 



 

第１７条 特定個人情報を削除又は廃棄する際には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める方法により、復元できないよう行う。 

（１）特定個人情報が記載された書類を廃棄する場合 焼却、溶解又は復元不可能な程度の

細断 

（２）特定個人情報が記録された機器又は電子媒体等（ＵＳＢメモリー等書き換えが可能な

ものを除く。）を廃棄する場合 物理的な破壊 

（３）ＵＳＢメモリー等の書換えが可能な電子媒体等に記録された特定個人情報を削除す

る場合 当該電子媒体等を他の用途に使用する前において、特定個人情報の復元がで

きない手段 

（４）特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報を削除する場合 デー

タ復元用の専用ソフトウェア、プログラム、装置等を用いなければ復元できない手段 

２ 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報の削除又は廃棄を委託した場合、受託者に

対して委託契約書に定める方法により、復元できない手段で特定個人情報を削除又は廃

棄する指示を行い、業務完了後速やかに削除又は廃棄が完了したことの確認及び検査を

するとともに業務が完了したことの証明書の提出を求めなければならない。 

３ 事務取扱担当者は、個人番号又は特定個人情報ファイルを削除した場合若しくは電子

媒体又は書類等を廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を保存するものとする。また、

削除又は廃棄の記録には、特定個人情報ファイルの種類、名称、責任者、取扱部署及び削

除又は廃棄の状況を記録するものとし、個人番号は記録しないものとする。 

    第３節 技術的安全管理措置 

 （情報システムへのアクセス制御） 

第１８条 特定個人情報を取り扱う情報システムへのアクセス制御の方法は、次の各号に

定めるとおりとする。  

（１）個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。 

（２）特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを、アクセス制御により限定する。 

（３）ユーザーＩＤに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報シ

ステムについて使用できる者を事務取扱担当者に限定する。 

（アクセス者の識別と認証等） 

第１９条 事務取扱担当者が、特定個人情報を取り扱う情報システムにアクセスする場合

は、ユーザーＩＤ、パスワード、ＩＣカード、指紋認証等の識別方法により、正当なアク

セス権を有する者であることを識別した結果に基づき認証するものとする。 

（外部からの不正アクセス等の防止） 

第２０条 特定個人情報を取り扱う情報システムについては、川崎市情報セキュリティ基

準（平成１４年９月２日付け１４川総シ企第１２３号）等に基づき、情報システム部門の

指示に従って、外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するため、次の各

号に定める措置を講じる。 



 

（１）特定個人情報を取り扱う情報システムと外部ネットワークは、原則として接続しない

こととし、別表の左欄に掲げる事務を執行する上で必要な範囲で外部ネットワークと

接続する場合は、不正アクセスを遮断するためファイヤーウォール等を設置する。 

（２）特定個人情報を取り扱う情報システム及び機器に、セキュリティ対策ソフトウェア等

（ウイルス対策ソフトウェア等）を導入する。 

（３）導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、特定個人情報を取り扱う情報シス

テムにおける不正ソフトウェアの有無を確認する。 

（４）定期的に最新のウイルス対策ソフトウェア及びウイルスパターン定義により、機器の

ウイルスチェックを実施する。また、外部から入手したファイルは、ウイルスチェック

を実施し、安全確認を行った後に使用する。 

（５）不正アクセス等が疑われた場合は、アクセスログ等の分析を実施する。 

（情報漏えい等の防止） 

第２１条 特定個人情報を取り扱う情報システムと外部ネットワークを接続する場合は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により情報漏えい等を防止するも

のとする。 

（１）電気通信回線 通信データの暗号化 

（２）情報システムに保存されている特定個人情報 データの暗号化又はパスワードによ

る保護 

  第３章 特定個人情報の取得 

（特定個人情報の利用目的） 

第２２条 本人又は代理人等から取得する特定個人情報の利用目的は、別表の左欄に掲げ

る事務を処理するために必要な範囲とする。 

 （特定個人情報の適正な取得） 

第２３条 特定個人情報を取得するに当たっては、適法かつ公正な手段によって行うもの

とする。 

 （特定個人情報の取得時の利用目的の通知等） 

第２４条 特定個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を通知又は公表して

いる場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。 

 （個人番号の提供の要求） 

第２５条 事務取扱担当者は、別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要がある場合

に限り、本人又は他の個人番号利用事務実施者若しくは個人番号関係事務実施者に対し

て個人番号の提供を求めることができる。 

２ 本人が個人番号の提供の要求又は第２９条に規定する本人確認の措置に応じない場合、

事務取扱担当者は、その意義について説明し、個人番号の提供又は本人確認の措置に応じ

るよう求めるものとする。 

 （個人番号の提供を求める時期） 



 

第２６条 個人番号の提供を求める時期は、別表の左欄に掲げる事務を処理するために必

要が生じたときとする。 

 （個人番号の提供の求めの制限） 

第２７条 事務取扱担当者は、番号法第１９条各号のいずれかに該当し特定個人情報の提

供を受けることができる場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 

 （特定個人情報の収集制限） 

第２８条 事務取扱担当者は、別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要な範囲を超

えて、特定個人情報を収集してはならない。 

 （本人確認） 

第２９条 事務取扱担当者は、本人又はその代理人から個人番号の提供を受けるときは、番

号法第１６条の規定による本人確認の措置をとるものとする。 

  第４章 特定個人情報の利用 

 （個人番号の利用制限） 

第３０条 事務取扱担当者は、別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要な範囲を超

えて個人番号を利用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、事務取扱担当者は、人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると

きは、別表の左欄に掲げる事務の範囲を超えて個人番号を利用することができる。 

 （特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第３１条 別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要な範囲を超えて、特定個人情報

ファイルを作成してはならない。 

   第５章 特定個人情報の保存 

（特定個人情報の保有制限） 

第３２条 別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要な範囲を超えて、特定個人情報

を保有してはならない。 

２ 総括責任者及び保護責任者は、個人番号を記載する書類等を川崎市公文書管理規則（平

成１３年川崎市規則第２０号）その他の関係法令に定める保存期間が経過するまでの間、

第２章の規定に基づき、適切に保存しなければならない。また、特定個人情報を取り扱う

情報システム内で保存する場合も同様とする。 

   第６章 特定個人情報の提供 

 （特定個人情報の提供制限） 

第３３条 事務取扱担当者は、番号法第１９条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無

にかかわらず、特定個人情報を第三者に提供してはならない。 

   第７章 特定個人情報の開示等 

 （特定個人情報の開示、訂正及び利用停止） 

第３４条 別表の左欄に掲げる事務に係る特定個人情報の開示、訂正又は利用停止に関す



 

ることについては、条例に基づくものとする。 

   第８章 特定個人情報の廃棄及び削除 

 （特定個人情報の廃棄及び削除） 

第３５条 総括責任者及び保護責任者は、別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要

な範囲で保有する特定個人情報を、川崎市公文書管理規則その他の関係法令に定める保

存期間が経過するまでの間、適切に保管するとともに、保存期間が経過した場合は、廃

棄決定後に速やかに廃棄又は削除しなければならない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（健康福祉局所管事務に関する特定個人情報取扱要綱の廃止） 

２ 健康福祉局所管事務に関する特定個人情報取扱要綱（30 川健企第 495 号局長専決）

は、廃止する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和７年３月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

個人番号を取

り扱う事務 
総括責任者 保護責任者 管理する個人情報 

(1) 児童福祉

法による児童

及びその家庭

についての調

査及び判定に

関する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長 

こども未来局南部児童

相談所長、中部児童相

談所長及び北部児童相

談所長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、障害者福

祉関係情報 

(2) 児童福祉

法による障害

児各種給付に

関する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長 

こども未来局南部児童

相談所長、中部児童相

談所長及び北部児童相

談所長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

医療保険関係情報、地方税

関係情報、児童福祉・子育

て関係情報、障害者福祉関

係情報、生活保護・社会福

祉生活情報、介護・高齢者

福祉関係情報 

(3) 予防接種

法による予防

接種の実施等

に関する事務 

健康福祉局保健

医療政策部担当

課長（予防接種

担当） 

健康福祉局保健医療政

策部担当課長（予防接

種担当） 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、その他住民票

関係情報、地方税関係情報

、予防接種記録 

(4) 身体障害

者福祉法によ

る身体障害者

手帳の交付に

関する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長 

健康福祉局総合リハビ

リテーション推進セン

ター総務・判定課長及

び各区役所地域みまも

り支援センター（福祉

事務所・保健所支所）

高齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

健康医療関係情報、障害者

福祉関係情報 



 

(5) 身体障害

者福祉法によ

る障害者福祉

サービス、障

害者支援施設

等への入所等

の措置又は費

用の徴収に関

する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）高

齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

障害者福祉関係情報、生活

保護・社会福祉生活情報 

(6) 精神保健

及び精神障害

者福祉に関す

る法律による

診察、入院措

置、精神障害

者保健福祉手

帳の交付等に

関する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部精神

保健課長 

健康福祉局総合リハビ

リテーション推進セン

ター総務・判定課長、

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）高

齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、医療保険

関係情報、生活保護・社会

福祉生活情報、年金関係情

報 

(7) 生活保護

の決定及び実

施、就労自立

給付金の支給

等に関する事

務 

健康福祉局生活

保護・自立支援

室担当課長〔保

護指導〕 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）保

護課長、保護第１課長

、保護第２課長、保護

第３課長及び保護第４

課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、健康・医

療関係情報、医療保険関係

情報、児童福祉・子育て関

係情報、障害者福祉関係情

報、生活保護・社会福祉生

活情報、介護・高齢者福祉

関係情報、雇用・労働関係

情報、年金関係情報、学校

・教育関係情報 

(8) 国民健康

保険法による

保険給付の支

給、保険料の

徴収に関する

事務 

健康福祉局医療

保険部医療保険

課長 

各区役所区民サービス

部保険年金課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、その他

住民票関係情報、地方税関

係情報、医療保険関係情報

、介護・高齢者福祉関係情

報 



 

(9) 国民年金

法による国民

年金に関する

事務 

健康福祉局医療

保険部国民年金

・福祉医療課長 

各区役所区民サービス

部保険年金課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、年金関係

情報 

(10) 知的障

害者福祉法に

よる知的障害

者の判定に関

する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長 

健康福祉局総合リハビ

リテーション推進セン

ター総務・判定課及び

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）高

齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、障害者福

祉関係情報 

(11) 知的障

害者福祉法に

よる障害福祉

サービス、障

害者支援施設

等への入所等

の措置又は費

用の徴収に関

する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）高

齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、障害者福

祉関係情報、生活保護・社

会福祉生活情報 

(12) 老人福

祉法による福

祉の措置、費

用の徴収に関

する事務 

健康福祉局長寿

社会部高齢者事

業推進課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）高

齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、医療保険

関係情報、障害者福祉関係

情報、生活保護・社会福祉

生活情報、介護・高齢者福

祉関係情報、雇用・労働関

係情報、年金関係情報 

(13) 特別児

童扶養手当等

の支給に関す

る法律による

特別児童扶養

手当の支給に

関する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）高

齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、年金関係

情報 



 

(14) 特別児

童扶養手当等

の支給に関す

る法律による

障害児福祉手

当等の支給等

に関する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）高

齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、年金関係

情報 

(15) 高齢者

の医療の確保

に関する法律

による後期高

齢者医療給付

の支給等に関

する事務 

健康福祉局医療

保険部医療保険

課長 

各区役所区民サービス

部保険年金課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、その他

住民票関係情報、地方税関

係情報、生活保護・社会福

祉生活情報、介護・高齢者

福祉関係情報、年金関係情

報 

(16) 中国残

留邦人等支援

給付等の支給

に関する事務 

健康福祉局地域

包括ケア推進室

担当課長〔地域

福祉〕 

健康福祉局地域包括ケ

ア推進室担当課長〔地

域福祉〕 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、健康・医

療関係情報、医療保険関係

情報、児童福祉・子育て関

係情報、障害者福祉関係情

報、生活保護・社会福祉生

活情報、介護・高齢者福祉

関係情報、雇用・労働関係

情報、年金関係情報、学校

・教育関係情報 

(17) 介護保

険法による介

護保険に関す

る事務 

健康福祉局長寿

社会部介護保険

課長 

各区役所区民サービス

部保険年金課長及び各

区役所地域みまもり支

援センター（福祉事務

所・保健所支所）高齢

・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、医療保険

関係情報、障害者福祉関係

情報、生活保護・社会福祉

生活情報、介護・高齢者福

祉関係情報、年金関係情報

、災害関係情報 



 

(18) 感染症

の予防及び感

染症の患者に

対する医療に

関する法律に

よる入院の勧

告・措置、費

用の負担等に

関する事務 

健康福祉局保健

医療政策部感染

症対策課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）衛

生課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、医療保険

関係情報 

(19) 健康増

進法による健

康増進事業の

実施に関する

事務 

健康福祉局保健

医療政策部健康

増進課長 

健康福祉局保健医療政

策部健康増進課長、保

健医療政策課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

健康・医療関係情報、医療

保険関係情報、生活保護・

社会福祉関係情報 

(20) 障害者

の日常生活及

び社会生活を

総合的に支援

するための法

律による自立

支援給付の支

給又は地域生

活支援事業等

に関する事務 

健康福祉局障害

保健福祉部障害

福祉課長及び医

療保険部国民年

金・福祉医療課

長 

健康福祉局総合リハビ

リテーション推進セン

ター総務・判定課長及

び各区役所地域みまも

り支援センター（福祉

事務所・保健所支所）

高齢・障害課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、児童福祉

・子育て関係情報、障害者

福祉関係情報、生活保護・

社会福祉関係情報、年金関

係情報、口座情報 

(21) 新型イ

ンフルエンザ

等対策特別措

置法による予

防接種の実施

等に関する事

務 

健康福祉局保健

医療政策部担当

課長（予防接種

担当） 

健康福祉局保健医療政

策部担当課長（予防接

種担当） 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、その他住民票

関係情報、予防接種記録 

(22) 年金生

活者支援給付

金の支給に関

する法律によ

る年金生活者

支援給付金の

支給に関する

事務 

健康福祉局医療

保険部国民年金

・福祉医療課長 

各区役所区民サービス

部保険年金課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、年金関係

情報 



 

(23) 難病の

患者に対する

医療等に関す

る法律による

特定医療費の

支給に関する

事務 

健康福祉局医療

保険部国民年金

・福祉医療課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地

域ケア推進課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、健康・医

療関係情報、医療保険関係

情報、児童福祉・子育て関

係情報、障害者福祉関係情

報、生活保護・社会福祉関

係情報、介護・高齢者福祉

関係情報、年金関係情報、

口座情報、医療費助成に関

する情報、他の医療費助成

に関する情報 

(24) 川崎市

重度障害者医

療費助成条例

による医療費

の助成に関す

る事務 

健康福祉局医療

保険部国民年金

・福祉医療課長 

各区役所区民サービス

部保険年金課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、医療保険

関係情報、障害者福祉関係

情報、生活保護・社会福祉

関係情報、口座情報、医療

費助成に関する情報、他の

医療費助成に関する情報 

(25) 神奈川

県肝炎治療医

療給付実施要

綱による肝炎

治療医療費の

給付に関する

事務 

健康福祉局保健

医療政策部感染

症対策課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）衛

生課長 

個人番号、その他識別情報

（内部番号）、氏名、性別

、生年月日、住所、連絡先

、その他住民票関係情報、

地方税関係情報、健康・医

療関係情報、医療保険関係

情報、口座情報、医療費助

成に関する情報 

(26) クリー

ニング業法に

よるクリーニ

ング師の免許

に関する事務 

健康福祉局保健

医療政策部生活

衛生課長 

各区役所地域みまもり

支援センター（福祉事

務所・保健所支所）衛

生課長 

個人番号、住所、氏名、電

話番号、本籍（国籍）、性

別、生年月日、旧姓又は通

称名（希望者のみ）、その

他クリーニング師免許情報 

 


